
　町で行う令和3年分（令和4年度）の申告相談は、「事前予約制」です。申告相談をされる方は、希
望する相談日・時間帯を下記のいずれかの方法により事前にご予約のうえ、会場にお越しください。 
　ご予約無しに会場にお越しいただくと、予約の受付状況次第では後日の来場をお願いすることも
ありますのでご注意ください。 

※予約の変更やキャンセルは、必ず事前に電話（蕁388‐1112）でご連絡ください。 
　（土日祝日を除く午前8時30分～午後5時15分） 
※電話による予約が困難な方（聴覚障がいや言語障がいなど）で、ネット環境が整っていないためネット

予約ができない方に限り、ファックス（FAX388‐2027）による予約を受付します。（土日祝日を除く午前
8時30分～午後5時15分） 

■町の申告会場は事前予約制です 

予約期限 

ネット予約 予約方法 電話予約 

3月13日（日）まで 
※希望日の2日前まで受付可能です。 
　希望日の前日と当日は電話で予約してください。 

ネット予約 
＜24時間対応＞ 

3月15日（火）まで 
※予約状況によってご希望の日時で受付できない場合

がありますのでご了承ください。 

電話予約 
＜土日祝日を除く8：30～17：15＞ 

（最終日の3月15日は15：00まで） 

①町ホームページまたは町公式LINE
のリッチメニュー「オンライン手続き
窓口サイト」から予約フォームへアク
セスしてください。 

①役場税務課（蕁388‐1112）に電話 
→「申告の予約をしたい」旨を伝えてください。 

②次の予約内容を順番に入力してください。 
（ア）ご希望の受付日時 
（イ）申告される収入の種類 
（ウ）申告される方の氏名、住所、生年月日、電話番号 
※申告者と来庁者が異なる場合は、来庁者の氏名など

も入力 

②予約担当にご希望の受付日時と次の予約内容をお
伝えください。 

（ア）予約者（電話をかけているご本人）の氏名・住所・
電話番号 

（イ）来庁者（当日会場にお越しになる方）の氏名・住所・
電話番号 

（ウ）申告者（申告される方）の氏名・住所 
※（ア）→（イ）→（ウ）の順番にお伝えください。 

③連絡事項や当日の持ち物をご確認いただき、最後に
表示される予約番号「KASA‐○○○○○○○○（数
字8桁）」を控えてください。 

③予約状況を確認し、予約番号をお伝えしますので、
その番号を控えてください。 

町の申告会場で確定申告をされる方は、利用者識別番号が必要です！ 
国税庁が発行した16桁の利用者識別番号が必要となりますので、取得されていない方は 

事前取得にご協力ください。 

申告の準備はお早めに 

■申告に必要な主な書類など 

利用者識別番号の取得蜷 

主な所得の計算
に必要な書類 

主な控除の計算
に必要な書類 

その他の持ち物 

給与、公的年金など 

事業所得、不動産所得、 
農業所得など 

社会保険料控除 

生命保険料控除 
地震保険料控除 

（旧長期損害保険料控除） 

医療費控除 

医療費控除の特例 
（セルフメディケーション
税制） 

障害者控除 

源泉徴収票（原本） 

収支内訳書 
※あらかじめ作成してご提出ください。 

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料・
任意継続保険料などの支払額の証明書や領収書 

保険会社発行の保険料控除証明書 

医療費控除の明細書 
（医療費控除の明細書の作成に必要な令和3年中の領収印がある医療
費の領収書または医療保険者から交付を受けた医療費通知書、生命保
険などで補てんされた金額が分かる書類） 
※あらかじめ合計額を計算してください。 

セルフメディケーション税制の明細書 
（「セルフメディケーション税制の明細書」の作成に必要な令和3年中の
特定一般用医薬品（スイッチOTC医薬品）の購入費、生命保険などで補
てんされた金額、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取り組み
を行ったことを明らかにする書類） 
※あらかじめ合計額を計算してください。 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 
令和3年12月31日現在65歳以上の方で要介護認定を受け、一定以上
の障がいがあると認められる方は、健康介護課へ申請し発行された認
定証。 

・所得税の還付を受ける場合は、申告者名義の金融機関口座番号のわかるもの 
・マイナンバーカードなど申告者の本人確認ができるもの 
・扶養親族がいる方は、その方のマイナンバーのわかるもの 
・国税庁が発行した16桁の利用者識別番号がわかるもの（番号がわかればメモでもかまいません） 

　申告書には申告者本人とその扶養親族のマイナンバー（12桁）の記載が必要です。また、申告書の
提出の際には申告者本人の確認書類（番号確認と身元確認）の提示または写しの添付が必要です。 

■マイナンバー（個人番号）の記載と本人確認書類の提示（写しの添付） 

○マイナンバーカードをお持ちの方 マイナンバーカードのみ → 

○マイナンバーカードをお持ちでない方 

※昨年添付されていても申告の際には毎回必要となります。 

番号確認書類　＋　身元確認書類 → 

番号確認書類 
（本人のマイナンバーを確認できる書類） 

・通知カード 
・住民票（マイナンバーの記載があるものに限る）

の写し　　　　　　　などのうちいずれか1つ 

身元確認に必要なもの 
（記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類） 

・運転免許証　　・公的医療保険の被保険者証 
・パスポート　　・身体障害者手帳 

などのうちいずれか1つ 
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